
令和 5 年 2 月 2 日 

利用者各位 

 施 設 使 用 料 金 の 特 例 的 措 置 ( 改 定 前 料 金 据 置 ) 再 延 長 の お 知 ら せ 

 

日頃より江東区青少年交流プラザをご利用いただきありがとうございます。 

江東区立施設の使用料金は、令和 2 年１０月 1 日利用分より料金改定をしておりますが、 

新型コロナウイルス感染症の収束が依然見通せない現況から、改定前料金据置の特例的措置期間を 

令和５年 9 月３0 日まで再延長いたします。 

引き続き、利用制限等を設けさせていただく場合がございますが、ご理解・ご協力のほどよろしく 

お願いいたします。 

改定後料金適用日：令和５年 10 月１日利用分から 

※改定後の使用料は下表のとおりです 

 

施設利用料 新料金表 

(令和５年 8 月２日から開始する 10 月分一般申込時から適用となります) 

施設名 
定員 

（人） 

面積 

（㎡） 

午 前 

9 時～12 時 

午後１ 

12 時 30 分～ 

15 時 

午後２ 

15 時 30 分～ 

18 時 

夜 間 

18 時 30 分～ 

22 時 

レクホール 
平日 

260 299.4 
3,700 4,650 4,650 9,350 

土日祝 4,550 5,750 5,750 11,250 

多目的ルームＡ 60 73.3 1,550 2,000 2,000 3,950 

多目的ルームＢ 60 83.2 1,800 2,250 2,250 4,550 

多目的ルームＣ 30 59.9 1,300 1,550 1,550 3,200 

セミナールームＡ 26 46.6 800 1,050 1,050 2,250 

セミナールームＢ 36 72.6 1,300 1,800 1,800 3,600 

 

施設名 
定員 

（人） 

面積 

（㎡） 

9 時～11 時、11 時 30 時～13 時 30 分、14 時～16 時 

16 時 30 分～18 時 30 分、19 時～21 時 

音楽スタジオ 20 50.0 2 時間につき 1,000 円 

※成人団体・社会教育関係団体・障害者団体は上記金額より 1/2 減額(10 円未満切り捨て)となります 

※すでに納めた利用料は原則返還できません（青少年交流プラザ条例 第 13 条） 

 

【お問い合わせ】 

江東区青少年交流プラザ 

江東区亀戸 7－41－16 

TEL 03－3681－7334 


